
新 旧 対 照 表

静岡県建設工事請負契約約款

改正前 改正後

第１条～第３条 (略)

（契約の保証）

第４条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付

さなければならない。ただし、１件の請負代金額が300万円未満の建設工事にかかる

請負契約については、この限りでない。また、第６号の場合においては、履行保証

保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

(1)～(6) (略)

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第４項において「保

証の額」という｡)は、請負代金額の10分の１（低入札価格調査（予定価格の制限の

範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはそ

の者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場

合に行われる調査をいう。以下同じ。）を受けて落札者となった受注者と締結する請

負契約に係る保証の額にあっては10分の３）以上としなければならない。

３～５ （略）

第５条～第９条 （略）

（現場代理人及び主任技術者等）

第10条 （略）

(1)～(4) （略）

２ 主任技術者又は監理技術者は、工事が建設業法第26条第３項本文の規定に該当す

る場合は、専任の者でなければならない。この場合において、当該工事が同法第26

条第５項の規定にも該当する場合には、当該専任の監理技術者は、監理技術者資格

者証の交付を受けた者でなければならない。

３～７ （略）

第11条～第33条 （略）

第１条～第３条 (略)

（契約の保証）

第４条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付

さなければならない。ただし、１件の請負代金額が300万円未満の建設工事及び発注

者からの出動要請に基づく災害応急対策又は災害復旧に関する工事にかかる請負契

約については、この限りでない。また、第６号の場合においては、履行保証保険契

約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない｡

(1)～(6) (略)

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第５項において「保

証の額」という｡)は、請負代金額の10分の１（低入札価格調査（予定価格の制限の

範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはそ

の者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場

合に行われる調査をいう。以下同じ。）を受けて落札者となった受注者と締結する請

負契約に係る保証の額にあっては10分の３）以上としなければならない。

３～５ （略）

６ 受注者は、第１項の規定による保険証券の寄託に代えて、電磁的方法（電子情報

処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ｡

)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずるこ

とができる。この場合において、受注者は、当該保険証券の寄託をしたものとみな

す。

第５条～第９条 （略）

（現場代理人及び主任技術者等）

第10条 （略）

(1)～(4) （略）

２ 主任技術者又は監理技術者は、工事が建設業法第26条第３項本文の規定に該当す

る場合は、専任の者でなければならない。この場合において、当該工事が同法第26

条第２項の規定にも該当する場合には、当該専任の監理技術者は、監理技術者資格

者証の交付を受けた者でなければならない。

３～７ （略）

第11条～第33条 （略）



（前金払）

第34条 （略）

２ （略）

３ 受注者は、前項の規定による請求をしようとするときは、発注者に対し、あらか

じめ、当該建設工事が次に掲げる要件に該当することの認定を請求し、その旨の認

定を受けなければならない。

(1)～(3) （略）

４～８ （略）

９ 発注者は、受注者が第７項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返

還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その

日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求するこ

とができる。

（保証契約の変更）

第35条 受注者は、前条第６項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金

の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を

発注者に寄託しなければならない。

２ （略）

３ （略）

第36条～第50条 （略）

（雑則）

第51条 （略）

第52条 （略）

（前金払）

第34条 （略）

２ （略）

３ 受注者は、前２項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、

当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずること

ができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。

４ 受注者は、第２項の規定による請求をしようとするときは、発注者に対し、あら

かじめ、当該建設工事が次に掲げる要件に該当することの認定を請求し、その旨の

認定を受けなければならない。

(1)～(3) （略）

５～９ （略）

10 発注者は、受注者が第８項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返

還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その

日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求するこ

とができる。

（保証契約の変更）

第35条 受注者は、前条第７項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金

の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を

発注者に寄託しなければならない。

２ （略）

３ 受注者は、前２項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、

当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずること

ができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。

４ （略）

第36条～第50条 （略）

（雑則）

第51条 （略）

２ この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請

求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示等は、建設業法その他の法令に違反し

ない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書

面の交付に準ずるものでなければならない。

第52条 （略）


